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令和５年第４回沼田町教育委員会定例会会議録 

 

１．期  日 令和５年８月２８日（月）午後４時００分～午後４時５０分  

 

２．会  場 沼田町生涯学習総合センター １階会議室 

 

３．出席委員 

教 育 長   三 浦   剛 

教育長代理   青 木 健 治 

委   員   沼 本   綾 

委   員   松 尾 敦 史 

委   員   林   里 美 

 

４．出席職員 

  課   長   赤 井 圭 二 

参   事   春 山 顕 一 

  主   幹   斉 藤 真 二 

  主   査   川 嶋   智 

  アドバイザー   元 木 和 芳 

 

５．議  事 

議案第２９号  令和５年度要保護・準要保護児童生徒の決定について 

議案第３０号  令和５年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への 

市町村別結果の掲載について 

議案第３１号  令和６年度に使用する小学校用教科用図書及び令和６年度に使用

する中学校用教科用図書の決定について 

議案第３２号  令和５年教育行政報告について 

議案第３３号  令和５年度沼田町一般会計教育費補正予算(案)について 

 

６．付議案件は次のとおり 

前会々議録の承認 

その他 
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【開会】 

○教育長 

教育委員全員のご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

これより、令和５年第４回沼田町教育委員会定例会を開会いたします。 

議案の２番目、前会会議録の承認についてを議題といたします。課長より説明をお願

いいたします。  

 

○赤井課長 

 前会会議録について、その概要を説明いたします。 

 令和５年６月５日に召集されました令和５年第３回教育委員会定例会は、全委員に出席

いただき、職員は５人が出席いたしました。 

教育長の報告としまして、一つ目に、５月８日から新型コロナウイルス感染症が５類

に移行され、引き続き基本的な感染症対策を学校、家庭に対して周知徹底を行う旨を報告

させていただいています。二つ目に、今シーズンの教育委員会所管の施設オープンや社会

教育事業の開始について報告させていただいております。三つ目に、行事関係として５月

に、学校運営協議会主催の小中学校グランド美化運動や小学５年生の田植え体験、Ｂ＆Ｇ

プールの修繕助成授与式について実施したことを報告しております。 

以上について報告した後、議案３件についてご審議頂きました。内容としましては、 

議案第２６号、沼田町教育委員会教育長職務代理の指名については、三浦教育長から青木

委員を教育長職務代理者として指名し承認いただきました。議案第２７号、令和５年度沼

田町教育行政執行方針（案）については、６月定例議会に提出を予定している内容につい

てご審議いただき、一部修正のうえ提出することでご承認いただきました。議案第２８号

令和５年度沼田町一般会計教育費補正予算（案）については、「事務局費」において山村

留学調査にかかる旅費の計上、「教職員住宅維持管理費」において西町住宅１戸の水回り、

内装、照明等の修繕費、「活性化センター費」において、北竜地区活性化センターの屋根

修繕費、「化石レプリカ工房費」において旧化石レプリカ工房の解体工事費にかかる所要

額の補正についてご審議いただき、ご承認いただいております。 

以上、前回会議録の報告とさせていただきます。ご承認下さいます様よろしくお願い

いたします。 

  

○教育長 

前会会議録の説明が終りました。ご質問ございますか。 

 

（なしの声あり） 
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○教育長 

ご質問がないようですのでお諮りいたします。前会会議録は、承認することでよろし

いですか。 

（異議なしの声あり） 

 

 

○教育長 

異議なしということで、前会会議録は承認することに決しました。 

議案の３番目、教育長の報告を行います。 

 小中学校は、８月２１日から２学期が始まりましたが、夏休み期間中は、児童生徒と

も大きな事故やケガ等が無かったと、各校長先生から報告を受けておりまして、子ども

たちは、元気に２学期をスタートいたしております。 

 コロナの状況につきましては、夏季休業期間中、深川保健所管内で感染が広がり、本 

町においても、陽性者が出ておりましたが、児童生徒への感染の拡大にはつながってい

ない状況であります。昨年度夜高あんどん祭り終了後に、感染が広がり、中学３年生を

学年閉鎖とした経過もあることから、引き続き感染予防に注意をしていただくよう、学

校長に指示しているところであります。 

次に、夜高あんどん祭りでありますが、子どもたちは、２学期に入り暑い日が続く中で

の練習となりましたが、立派にお祭りを盛り上げており、２日目には、空知教育局の山口

教育局長他、幹部職員も見学に来られ、沼田のふるさと教育に関心を示されておりました。 

 次に８月２２日に開催されました校長会議におきまして、事務手続きにおける事故報

告などの取り扱いやいじめ・児童虐待・自殺や自殺未遂に至る前の適切な対応、全道教

育委員研修で講演がありましたＬＧＢＴＱへの理解を深めていただく指導、飲酒運転な

ど服務規律の徹底について学校に示達しているところです。 

また、２学期に入り暑い日が続き、暑さ指数に基づいた熱中症対策の徹底を通知して

おり、８月２３日は暑さ指数３３．１であったことから５時間目終了後に臨時休業、２４

日は３３．３であったことから、午後から臨時休校として下校させております。 

その他の件につきましては、行政報告に掲載しておりますので、後ほど報告いたしま

す。 

以上で教育長の報告を終わります。ただ今の報告の中で、ご質問はございますか。 

 

○青木代理 

暑さ指数の関係で、クーラーが設置されたということでその辺の兼ね合いはどうなの

か教えていただければ。 

 



- 4 - 

○教育長 

１日目については、５時間目に合同の羽踊りの練習もさせた兼ね合いもあって、翌日

の午前中に延期するという案もあったのですが、スケジュール通り形だけの確認というこ

とで、４、５、６年生を中学校に移動させた関係もあって初日は帰らせていただきました。

２日目についても、小学校の校舎は中学校ほどではなかったのですが、３０度となってい

る教室もありまして、バスの兼ね合い等もあった関係から今回小学校も併せて、給食を取

った後に下校させるということで統一した取扱いとさせていただきました。今回中学校も

まだ冷房工事中ということで、来年度以降はそういうことじゃなくてもいいのかなと思い

ます。今年についてはそのような対応とさせていただきましたのでご理解いただければと

思います。 

その他なにかございますか。 

 

（なしの声あり） 

 

○教育長 

なければ、次の議題に入ります。 

ここでお諮りをいたします。本日の議題の議案第２９号から議案第３３号までは、個

人情報、及び公表することができない取り扱い注意の案件、並びに議会定例会に提出する

前の案件であることから、沼田町教育委員会会議規則第５条の規定により、秘密会といた

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

○教育長 

 異議なしと認め議案第２９号から、議案第３３号までを秘密会とすることに決定いたし

ました。これより秘密会といたします。 

議案第 29号 令和５年度要保護・準要保護児童生徒の決定について 原案可決 

議案第 30号 
令和５年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」

への市町村別結果の掲載について 
原案可決 

議案第 31号 
令和６年度に使用する小学校用教科用図書及び令和６年度に

使用する中学校用教科用図書の決定について 
原案可決 

議案第 32号 令和５年教育行政報告について 原案可決 

議案第 33号 令和５年度沼田町一般会計教育費補正予算(案)について 原案可決 
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○教育長 

ここで秘密会を解きます。 

以上で提案された議案審議を終了いたします。これにて令和５年第４回沼田町教育委

員会定例会を終了いたします。お疲れ様でした。 

 

 


